
暴力団などから不当要求を受けたら
警察に相談してください

　暴力団などから不当な要求を受けた場合、早い段階で警察に届出
をすることで、被害の拡大を防止できる可能性が高くなります。
　ひとりで悩まず、まずはご相談ください。暴力団からの不当要求
を受けている場合や過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を渡
したことがある場合も、小郡警察署、暴力追放ダイヤルにご相談く
ださい。

●暴力追放ダイヤル
　☎092-622-0704（平日９時～午後５時45分）
●（公財）福岡県暴力追放運動推進センター
　☎092-651-8938F092-651-8988

小郡市消費生活相談室
☎27-5188

小 郡 警 察 署

消 費 生 活 相 談 室 窓口開設日
　毎週月～金曜日
　午前９時～正午、午後１時～４時

小郡警察署　☎73-0110
福岡県警ホームページ
http://www.police.pref.fukuoka.jp

キャッシュレス決済の利用明細は、必ずご確認を！

久留米広域消防本部
三井消防署
☎72-5101ファクス72-5948こ ち ら １ １ ９毎

防
月 ９ 日 は
火 の 日

熱中症対策は今から行いましょう

〈相談事例〉
●クレジットカード会社から代金の引き落としができない、と確認の電話が来た。慌てて利用
明細を見ると、50万円以上の心当たりのない請求があった。カード会社に問い合わせ、教え
てもらった請求元に連絡すると、私名義での購入履歴はないと回答があった。（70歳代）

〈消費者へのアドバイス〉
●「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった」という相談が寄せられています。紛失や盗難によ
るカードの不正利用の恐れもあります。不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。
●キャッシュレス決済が普及し、クレジットカードを利用する機会も増えています。暗証番号やセキュリティコー
ドは、他人に教えないようにしましょう。
●利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メールなどは保管し、日
付や金額などを利用明細と突き合わせて確認しましょう。

困ったときは、すぐ相談！

　管内で令和２年中に熱中症で救急搬送された件数は273件でした。熱中症は例年、
体が暑さに慣れていない５月から徐々に増加し、梅雨明けとともに急増しています。
　また、感染症対策には、マスクの着用が効果的とされていますが、気温・湿度が高
いときにマスクを着用すると、熱中症になるリスクが高くなります。熱中症を予防す
るために、次のことを心がけてください。

●日頃からの健康管理
深酒をしたり朝食を抜いたりせず、十分な睡眠をとり、
体調が悪いときは自宅で静養する
●暑さに備えた体力づくり
暑くなり始めた時期から、無理のない範囲で運動※し、
体力をつけて体を暑さに慣れさせる

●暑さを避ける
涼しい服装を心がけ、外出の際は
日傘や帽子を活用する
●こまめな水分補給
のどが渇く前に、こまめに水分を
補給する

※「ややきつい」と感じる運動を毎日30分程度続けると良いとされています（出典：厚生労働省「熱中症予防行動」リーフレット）

熱中症の
予防方法
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○刑法犯発生件数 77件（－19件）
○交通事故発生状況
　発生件数 85件（＋12件）
　死者数 ０人（±０人）
　負傷者数 114人（＋14人）
※（　）は、昨年同月比を示す

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況
（令和３年４月末現在）
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